
2026年度就学相談に関する Q&A（2027年 4月小学校入学者向け） 

 

１ 就学相談会について 

２ 発達検査について 

３ 専門の委員による検討結果について 

４ 通級指導学級（サポートルーム等）について 

５ 入学先の学校、その他について 

 

 １ ＜就学相談会について＞  

 

Ｑ 通っている幼稚園や保育園から、就学相談を受けるように言われました。必

ず受けなければいけませんか？ 

Ｑ 入学後は通常の学級へ通うことを決めていますが、参考のために就学相談

会を申し込めますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 就学相談を受けないで、サポートルームなどの通級による指導の利用や、特

別支援学級・特別支援学校へ就学することはできますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 就学相談はサポートルームやことばの教室等の通級による指導の利用、

特別支援学級、特別支援学校への入学を希望又は検討されている方を対象

としています。 

 

就学相談は、特別な教育支援のご希望がなければ、必ず受けなければなら

ないものではありません。 

通常の学級に入学し、通級による指導も利用しない場合は、入学後に途中

入級や転籍を検討された時に学校へご相談ください。 

しかし、園でのご様子から小学校へ入学した時に何らかの支援があった方

が、お子さんにとって良いのではないかとのアドバイスかもしれません。勧

められた理由をぜひお聞きください。そして、支援があった方が良いかもし

れないと検討をされるようでしたら、就学相談をお申し込みください。 

 

Ａ できません。入学時からサポートルームなどの通級による指導の利用や、

特別支援学級又は特別支援学校へ入学を検討されている場合は、必ず就学

相談をお申し込みください。 

 

就学相談で必要性が認められるお子さんが、入学時点から利用できることに

なっています。詳しくは「３＜専門の委員による検討結果について＞」もあわ

せてご参照ください。 

なお、特別支援学校は、町田市の就学相談後、東京都の就学相談を受ける必

要があります。 

 



Ｑ 相談会の日程はいつ決まりますか？当日欠席した場合はどうなりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 今は町田市に住んでいませんが、入学前に町田市に引っ越す（転入）予定で

す。町田市で就学相談を転入前に受けることができますか？ 

Ｑ 今は町田市に住んでいますが、他市へ引っ越す（転出）予定です。就学相談

は町田市で受けることができますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 普段、通っているクリニックへ最近通院していません。医師の診察記録や発

達検査の結果はいつまでに提出すればいいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 受付時に日程をご案内し、後日お越しいただく日時を通知で郵送します。 

 

受付の時に日程をご案内し、希望日を伺います。その中から実際にお越しい

ただく日時を決定して通知を郵送します。通知は相談会開催日の２週間前まで

にお送りします。ご希望の時間帯の指定はできませんのでご了承ください。 

やむを得ず欠席される場合は、別日に実施される相談会をご案内します。 

 

Ａ 町田市に転入予定の方は、町田市の就学相談を受けてください。転出の予

定の方は、転出先の自治体にお問い合わせください。 

 

町田市に入学前に引っ越す予定の方は、原則として町田市での就学相談を

受けていただきます。発達検査などをすでに実施されている場合は、結果の写

しをお持ちください。 

他市へ引っ越す予定の方は、引越し先の就学相談の担当課へお問い合わせ

ください。町田市で受けた就学相談の結果を記録として引き継ぐこともでき

ます。 

 

Ａ 相談会の日の２週間前までに提出をお願いします。 

 

相談会の日の２週間前までに教育センターへ郵送又は持参ください。なお、

検査結果等を医療機関で発行するまでに時間がかかる場合がありますので、余

裕をもってご準備いただきますようお願いいたします。 



Ｑ 相談会当日、子どもはどのようなことをするのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ ＜発達検査について＞  

 

Ｑ 発達検査は必ず受けなければならないのですか？ 

Ｑ 就学相談は申込みしなくても、発達検査のみを受けることはできますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 発達検査を以前に受けたことがあります。改めて教育センターで受ける必

要がありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 就学相談を申込まれる場合は、発達検査の結果が必要です。 

 

発達検査は、医療機関や療育機関等の機関で受けることもできます。就学相

談のために教育センターで行っている検査は、新版Ｋ式発達検査になります。 

なお、就学相談に申し込まない方への発達検査のみの実施はしていません。 

Ａ 相談会当日は、お子さんの小集団における行動観察を行います。 

  

「行動観察」では、お子さんの特性を把握するために模擬授業形式でグルー

プワークを行い、身体を動かすなど様々な課題に取組んでいただきます。集団

の中で過ごすことへの適応性や個別の配慮の必要性なども踏まえたうえで専

門の委員が観察します。 

Ａ 2025 年 3 月以前に実施した検査である場合、改めて検査を受ける必要

があります。 

 

  教育センターで新版Ｋ式発達検査を受ける必要がある場合は、受付時にご

案内いたします。 

2025 年 4 月以降の実施である場合は、結果（コピー）を教育センターへ

提出していただきます。検査の種類は、新版Ｋ式発達検査、田中ビネー、Ｗ

ＩＳＣのいずれでも結構です。 

 なお、2025 年 4 月以降に子ども発達センターで新版Ｋ式発達検査を受け

ている方は、教育センターから子ども発達センターへ直接請求しますので、

保護者の方はお持ちいただかなくても結構です。子ども発達センターに通っ

ている（た）けれど、検査をいつ受けたか覚えていない場合は、子ども発達

センターへお問合せしてから受付にお越しください。 

 



Ｑ 発達検査の結果がどのくらいだと、特別支援学級なのか、特別支援学校なの 

か具体的な数値を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ ＜専門の委員による検討結果について＞  

 

Ｑ 「検討結果」は、どのようにして出すのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 「検討結果」は、どのようにして保護者に伝えられるのですか？また、就学

先の決定に向けての相談はできますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 就学相談会の専門委員が、保護者の面接・相談会における行動観察・諸

検査・幼稚園保育園等の資料や医師観察記録などの様々な資料をもとに、お

子さんにとって望ましい教育の場について意見を交わし、総合的に検討して

結果をまとめ、検討結果をお出しします。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 「検討結果」は相談会終了後、７～１０程度で郵送や電話等にてお知らせ

します。 

また、「検討結果」と保護者の方の希望が一致しない場合や、就学先に迷わ

れている場合は、面談等で相談を重ねながら就学先を決定していきます。 

 

 

 

 

Ａ 発達検査の数値のみでは、学級・学校種別の判断はできません。 

 

発達検査はあくまでも支援を検討するための資料の一部であり、発達検査

の結果のみで就学先に関する検討結果が決定するわけではありません。 

発達検査の数値の高低だけでお子さんの配慮や支援の必要性を検討するこ

とはできません。相談会においては、対人的なやり取りや課題への取り組み

方、ご家庭や園での様子、発達検査の結果などを含めて、総合的な観点からお

子さんの望ましい学びの場について検討いたします。 

 



 ４ ＜通級指導学級（サポートルーム等）について＞  

 

Ｑ サポートルームとことばの教室を併用して利用できますか？ 

Ｑ 特別支援学級に在籍して、ことばの教室は利用できますか？ 

 

 

 

 

 

 

Ｑ サポートルームなどの通級による指導は人数が多いと入れませんか？定員

はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 通級による指導を利用すると通常の学級での授業を抜けると聞きました。

抜けた分の学習はどうなるのですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 通級による指導は通常の授業を抜けることで子どもが周りの児童にからか

われたりしないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 通級による指導は併用しての利用はできません。また、通級による指導は

通常学級に在籍しているお子さんを対象としています。 

 

相談会で、どの学びの場がお子さんにとってより望ましいか検討します。 

 

 

 

 

Ａ 学校は、お子さんが安心して指導を受けるために、周囲の理解が深まるよ

うに努めています。 

 

町田市におけるサポートルームの巡回指導は多くのお子さんが利用してお

り、利用しているお子さんが授業を抜けることは周りのお子さんにも受け入れ

られています。学校では、教職員が一体となって特別支援教育を推進していま

す。通級による指導の目的や学習の様子について、保護者の方やお子さんへの

説明も行い、理解が深まるように努めています。 

 

 

 

Ａ 学級担任と通級による指導の担当教員が、連携して指導しています。 

 

通常の学級の授業の補習はしませんが、抜けた授業の使用教材を渡すなど、

その後の理解度などを把握しながら、お子さんへの支援を行っていきます。ご

心配な点などがありましたら、お気軽に学級担任へご相談ください。 

Ａ 利用定員はありません。 

 

 相談会で通級による指導での指導の必要性について検討を行い、必要と認め

られたお子さんは入級できます。 

 

 

 

 



 ５ ＜入学先の学校、その他について＞  

 

Ｑ 特別支援学級の指定校が複数あります。選んで入学できますか？ 

 

 

 

 

Ｑ 入学後に通常の学級から特別支援学級に転籍することは可能ですか？ 

Ｑ 特別支援学級に入学しましたが、途中で通常の学級へ転籍することは可能

ですか？ 

 

 

 

 

Ｑ 特別支援学級に入学しましたが、途中で通常の学級へ転籍することは可能

ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ 入学時は通常の学級だけを希望するため就学相談は申し込みませんが、子

どもの様子で気になることがあります。小学校に就学前に相談することはで

きますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ できます。指定校が複数ある場合は、その中から学校を選択します。 

 

 

Ａ 転籍は可能です（ただし、転籍日が決まっています）。転学・転籍相談に

お申込みいただく必要があるため、通っている学校にご相談ください。 

 

就学先は、お子さんの特性や学習している状況に応じて、より適した教育

の場で過ごすことが大切だと考えています。お子さんの成長により、状況や

課題の変化とともに、特別支援学級または通常の学級への転学・転籍を検討

される場合は、在籍の学校へ転学・転籍相談をお申込みください。相談会の

結果、転学・転籍が決定した場合は、所定の転籍日に転籍することとなりま

す。転籍日は、学級種別によって異なります。 

転学・転籍相談は、お子さんにとっても無理なくより良い学びの場を検討

できるように、申込み時期なども含めて、在籍の学校にご相談ください。 

Ａ 就学支援シートをご活用ください。 

 

就学支援シートは、相談とは異なりますが、お子さんの様子を保護者の方、

幼稚園・保育園、療育機関が連携して作成し、小学校へ引き継ぐ資料です。 

１１月頃に在園している幼稚園・保育園から配布されますので、ご希望の方は

ご活用ください。 

また、就学時健康診断や学校説明会でも、相談の申込ができますので、お気

軽にお声かけください。 

 



Ｑ 就学相談の前に学級を見学することは可能ですか？ 

 

 Ａ 授業公開・説明会をご活用ください。 

 

 見学の受け入れは学校・学級によって異なります。詳しくは、下記まちだ子

育てサイトに掲載の特別支援学級の授業公開・説明会のご案内をご覧くださ

い。 

 まちだ子育てサイト＞組織から探す＞学校教育部＞教育センター＞ 

    特別支援学級、通級指導学級・特別支援教室、特別支援学校 


